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特定教育・保育施設の確認に係る利用定員の設定に対する意見について（諮問） 

 

 ひたちなか市附属機関の設置に関する条例（平成 6 年条例第 15 号）第 3 条第 2 項の

規定により，貴審議会の意見を求めます。 

 

記 

 

特定教育・保育施設（幼稚園）の確認に係る利用定員の設定について 
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